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・派遣職員候補の募集、登録
（施設等の了解必要）

・感染防止研修の実施

・派遣の調整

・高齢協、老健協会等の関係
団体との調整

同一施設、同一法人内からの
応援が原則

↓
その上で、玉突き支援又は感
染症発生施設への派遣が必
要な場合には要請できる

１ 感染症が発生した施設等への応援職員の派遣（イメージ図）

④派遣要請

派
遣
協
力

施
設
等

②募集、登録

③感染防止のため
の研修会の実施

⑤派遣調整

感染症発生

※派遣に要する旅費、宿泊費、割増手当等のかかり増し経費に対する補助及びマスク、ガウン、
フェイスシールド、エタノール等の物資の提供は、県・政令市・中核市による「サービス継続支援
事業」を活用する。
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①事業委託


